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  ・町役場　　　  ☎ 27-2111
  ・町民会館　　  ☎ 27-2121
  ・図書館　　　  ☎ 27-6166
  ・町保健福祉センター

　保健福祉課  ☎ 27-6511
　長寿支援課  ☎ 20-7433

  ・上下水道課　  ☎ 27-5141
（上水道管理棟）

  ・診療所　　　  ☎ 27-1234

お問い合わせ先

SEIRO TOWN INFORMATION　●ホームページアドレス　https://www.town.seiro.niigata.jp

2024 55 May

日時　 会場　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ

■試験区分、採用予定人数
○一般行政【大学卒業程度】　若干名
　【受験資格】
　　�平成６年４月２日以降に生まれた者で、４年
制大学を卒業した者または令和７年３月31日
までに卒業見込みの者

○保健師　若干名
　【受験資格】
　　�昭和59年４月２日以降に生まれた者で、保健
師の免許を有する者または令和７年３月31日
までに保健師の免許を取得見込みの者

■試験の日時、場所および内容
○第１次試験
　 令和６年７月14日（日）午前10時から
� （受付：午前９時から９時40分まで）
　 �新潟会場または東京会場のいずれか
　　（申込後の会場変更はできません）
　　【新潟会場】　�新潟県自治会館
　　　　　　　　（新潟市中央区新光町４番地１）
　　【東京会場】　�全国町村会館
　　　　　　　　（東京都千代田区永田町１-11-35）
　 教養試験、専門試験、性格特性検査
○第２次試験
　 令和６年８月下旬予定
　 �聖籠町役場
　 面接試験、作文試験

■申込方法
　｢受験申込書｣を聖籠町役場総務課に持参または
郵送してください（郵送の場合は、申込期限日の消
印のあるものまでは有効です）。
・�｢受験申込書｣、｢受験案内｣は、聖籠町役場総務
課で配布しています。

・�郵送により受験申込書等を請求する場合は、封
筒の表に、応募する試験の区分に応じ「一般行政
試験受験申込書等請求」または「保健師試験受験
申込書等請求」と朱書きし、84円切手（速達を希
望する場合はその分の料金を加算すること。）を
同封してください。

・�聖籠町のホームページ（https://www.town.seiro.
niigata.jp）からもダウンロードできます。

■申込期限
　令和６年６月５日（水）午後５時15分まで

■採用の日
　令和７年４月１日を最初の採用の日とします。

■給与
　（令和６年４月１日現在。金額変更の場合あり。）
　一般行政職の初任給は、４年制大学卒業者で月
額19万6200円です。ただし、学歴や職歴などによ
り一定の基準で変更される場合があります。この
他に期末手当、勤勉手当および状況により扶養手
当、通勤手当などが支給されます。

お問い合わせ　役場総務課　総務管理係（内線 225）

聖籠町職員採用試験のお知らせ

一般行政（高校卒業程度）・土木（高校卒業程度）の採用については、広報せいろう６月お知らせ
号に掲載予定です
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広報せいろう

　令和６年度（令和５年１月～ 12月分）の所得証明書（課税証明
書）が発行できる時期は以下のとおりです。それ以前にお越しい
ただいても発行できませんのでご注意ください。

住民税を給与天引きの
・

み
・

で納めて
いる方（サラリーマンなど） それ以外の方

５月17日（金）以降 ６月10日（月）以降

※�どちらに該当するかご不明な方は税務課までお問い合わせください。

【必要なもの】
　○本人・同居の家族が申請する場合
　　　　　　　　　…身分証明書（運転免許証、健康保険証など）
　○上記以外の場合…身分証明書および委任状

【発行手数料】１件につき300円

役場税務課　税務係（内線143）

東
北
電
力
（
株
）
東
新
潟
火

力
発
電
所
１・
２
号
機
リ
プ

レ
ー
ス
計
画
環
境
影
響
評
価

方
法
書
の
縦
覧
・
説
明
会

【
縦
覧
期
間
】
６
月
14
日
（
金
）

ま
で
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

【
縦
覧
場
所
】
役
場
１
階　

供
覧

場
所

【
意
見
書
の
提
出
】

　
環
境
保
全
の
見
地
か
ら
意
見
が

あ
る
場
合
は
、
意
見
書
を
縦
覧
場

所
に
あ
る
意
見
箱
へ
入
れ
る
か
、

６
月
28
日（
金
）ま
で
に
郵
送（
消

印
有
効
）
で
東
北
電
力
（
株
）
発

電
カ
ン
パ
ニ
ー
火
力
部
火
力
環
境

グ
ル
ー
プ
（
宮
城
県
仙
台
市
青
葉

区
本
町
一
丁
目
７
番
１
号
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
意
見
書
は
縦

覧
場
所
に
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
東
北
電
力
（
株
）
東
新

潟
火
力
発
電
所
（
午
前
９
時
～
午

後
５
時
）、
同
新
潟
支
店
（
平
日

の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）、
同

新
発
田
営
業
所
（
平
日
の
午
前
９

時
～
午
後
４
時
）
で
も
縦
覧
し
て

お
り
、
６
月
28
日
（
金
）
ま
で
閲

覧
で
き
ま
す
。

【
住
民
説
明
会
】

�

５
月
23
日
（
木
）
午
後
６
時
30

分
～
午
後
８
時
30
分

�
聖
籠
町
町
民
会
館　
小
ホ
ー
ル

�

東
北
電
力
（
株
）　
発
電
カ
ン

パ
ニ
ー　
火
力
部
火
力
環
境
グ

ル
ー
プ

　
☎
０
７
０-

８
７
９
６-

６
９
０
５

守
ろ
う
！
電
波
の
ル
ー
ル

　
電
波
は
、
消
防
・
救
急
、
テ
レ

ビ・ラ
ジ
オ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン・

携
帯
電
話
な
ど
、
社
会
の
イ
ン
フ

ラ
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち

の
暮
ら
し
の
安
心
・
安
全
の
た
め

に
電
波
の
正
し
い
利
用
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
電
波
の
３
つ
の
ル
ー
ル
】

１　

�

無
線
機
器
を
使
用
の
際
は

「
技
適
マ
ー
ク
」
の
確
認
を
。

２　

��

外
国
規
格
の
無
線
機
器
に
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

３　

�

電
波
の
利
用
に
は
、
原
則
免

許
が
必
要
で
す
。

信
越
総
合
通
信
局

　
不
法
無
線
局
に
関
す
る
こ
と

　
監
視
調
査
課

　
☎
０
２
６-

２
３
４-

９
９
７
６

　
放
送
の
受
信
障
害
に
関
す
る
こ
と

　
受
信
障
害
対
策
官

　
☎
０
２
６-

２
３
４-

９
９
９
１

日時　 会場　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ

所得証明書が必要な方へ 町では下水道への接続および
上水道の加入を推進しています
　公共下水道は生活環境の向上や河川など
の水質保全などを目的として整備されます
が、皆さんに接続していただいて初めて効
果が表れます。現在、下水道が整備されて
いる地域において、汲取便所や単独・合併
浄化槽を使用している場合は下水道接続に
ついてご理解をいただき、早めの接続をお
願いします。
　また、町上下水道課では、町民の方が健
康で快適な生活をおくることができるよう、
安全・安心でおいしい水の安定供給に努め
ています。まだ加入していない方は、安心
して利用できる上水道に加入しましょう。
　下水道への接続や上水道への加入をお考
えの方は、「聖籠町暮らし応援事業」（６月28
日（金）募集締切）により下水道接続費用や上
水道切替費用の一部について補助を受けら
れる場合があります。事業の詳細につきま
しては、町ホームページをご覧ください。

�上下水道課（上水道管理棟内）　下水道係
　 ☎27-5141

【郵送請求について】
　証明書は郵送で請求することもできます。請求
方法の詳細は町ホームページをご覧ください。右
の二次元コードからも確認できます。（聖籠町トッ
プページ�»�くらしの便利帳�»�税金�»�税に関する証
明及び閲覧�»�郵送で申請する場合は、こちらをご覧ください。）
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2024.5　お知らせ号

日時　 会場　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ

家賃など 入居条件 専有面積など 場所

家賃3.6万円
共益費� 800円
駐車場１区画

3,675円
敷金� 7.2万円

・住むところに困っている
・市町村税の滞納がない
・確実な連帯保証人がいる

65.04㎡
（含バルコニー）
３ＤＫ
ＲＣ５階建
※エレベーターなし

聖籠町
大字二本松
1997番地

○畳からフローリングにリフォームした部屋もあります。
　リフォーム後の写真は、聖籠町ホームページでご覧になれます。
（有）ヒグチ不動産　☎27-3277　聖籠町大字藤寄2977番地３

　または　役場ふるさと整備課（内線235）

自
動
車
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん

令
和
６
年
度
自
動
車
税

（
種
別
割
）
の
納
期
限
は
、

令
和
６
年
５
月
31
日（
金
）で
す

　

納
税
通
知
書
を
お
持
ち
の
う

え
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
、
郵
便

局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
ま

た
は
県
の
地
域
振
興
局
県
税
部
で

早
め
に
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の

納
税

　
※�

全
国
の
店
舗
で
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。

○
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
納
税

　
「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」
を

利
用
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

（
次
の
ロ
ゴ
が
あ
る
も
の
）
で
の

納
税
が
で
き
ま
す
。

○
ペ
イ
ア
プ
リ
で
の
納
税

　
納
税
通
知
書
に
記
載
の
二
次
元

コ
ー
ド
を
使
用
し
て
『
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ

ａ
ｙ
、
ｄ
払
い
、
ａ
ｕ
Ｐ
ａ
ｙ
な

ど
』
で
の
納
税
が
で
き
ま
す
。

　
※ 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
お
よ
び

ペ
イ
ア
プ
リ
で
納
税
の
場

合
、
新
潟
県
か
ら
納
税
証
明

書
は
原
則
と
し
て
送
付
し
ま

せ
ん
。

○
県
の
納
税
窓
口
で
の
納
税

　
※�

各
地
域
振
興
局
県
税
部
（
平
日　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま

で
）

　
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同
封

の
「
令
和
６
年
度
自
動
車
税
（
種

別
割
）
の
お
知
ら
せ
」�
お
よ
び
新

潟
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
納
め
る

方
法
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

新
発
田
地
域
振
興
局　
県
税
部

新
発
田
市
豊
町
３-

３-

２

　
☎
０
２
５
４-

２
６-

９
１
２
３

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

苦
情
相
談
窓
口
の
ご
案
内

　
高
齢
者
、
障
が
い
者
や
児
童
な

ど
が
利
用
し
て
い
る
施
設
や
訪
問

介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
で
、
説
明
を

受
け
た
内
容
と
違
っ
て
い
た
り
、

職
員
の
対
応
に
不
満
が
あ
る
場
合

な
ど
は
事
業
所
に
苦
情
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
解
決
し
な
い
時
や
話

し
に
く
い
場
合
は
、
県
福
祉
サ
ー

ビ
ス
運
営
適
正
化
委
員
会
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
委
員
会
が
苦
情
解

決
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

※�

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
も
守
り

ま
す
。

�

県
福
祉
サ
ー
ビ
ス
運
営
適
正
化

委
員
会
（
新
潟
ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ラ

ザ
内　
新
潟
市
中
央
区
上
所
）

　
☎
０
２
５-

２
８
１-

５
６
０
９

認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
の

相
談
窓
口

　

新
潟
県
認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
で
は
、
認
知
症
の
方
や
そ
の

ご
家
族
の
方
が
抱
え
る
困
り
ご
と

や
悩
み
事
に
関
す
る
相
談
を
無
料

で
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

【
認
知
症
相
談
】

　
毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
（
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

�

新
潟
県
認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
新
潟
ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ラ
ザ

３
階　
社
会
福
祉
法
人
新
潟
県

社
会
福
祉
協
議
会
内
）

　
☎
０
２
５-

２
８
１-

２
７
８
３

町営住宅東山団地　入居者募集 入居申込書や添付書類など、詳しい手続きについては、
お問い合わせください。

５
月
納
期
限
の

５
月
納
期
限
の

町
税
な
ど
に
つ
い
て

町
税
な
ど
に
つ
い
て

　
５
月
は
軽
自
動
車
税
の
納
付

月
（
納
期
限
は
５
月
31
日
）
で

す
。
納
期
限
後
に
納
付
し
た
場

合
は
、
督
促
手
数
料
や
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
納
期
限
日
ま
で

の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
納
付
に
は
確
実
で
納
め
忘

れ
の
な
い
口
座
振
替
を
お
勧

め
し
ま
す
。
お
申
し
込
み
手

続
き
は
通
帳
、
届
出
印
を
ご

持
参
の
う
え
、
町
指
定
の
金

融
機
関
ま
た
は
郵
便
局
の
窓

口
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※�

手
続
き
し
た
月
の
翌
月
末

の
納
期
到
来
分
か
ら
の
口

座
振
替
に
な
り
ま
す
。

ｚ
役
場
税
務
課

　
税
務
係
（
内
線
１
４
４
）
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広報せいろう

  ・町役場　　　  ☎ 27-2111
  ・町民会館　　  ☎ 27-2121
  ・図書館　　　  ☎ 27-6166
  ・町保健福祉センター

　保健福祉課  ☎ 27-6511
　長寿支援課  ☎ 20-7433

  ・上下水道課　  ☎ 27-5141
（上水道管理棟）

  ・診療所　　　  ☎ 27-1234

お問い合わせ先

SEIRO TOWN INFORMATION　●ホームページアドレス　https://www.town.seiro.niigata.jp

■
発

行
／

聖
籠

町
役

場
　

　
　

■
印

刷
／

島
津

印
刷

株
式

会
社

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
■

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

ア
ド

レ
ス

  https://w
w

w
.tow

n.seiro.niigata.jp

■
編

集
／

総
務

課
  〒

957 -0192 新
潟

県
北

蒲
原

郡
聖

籠
町

大
字

諏
訪

山
1635

番
地

4   ☎
（

0254）27 -2111   FAX（
0254）27 -2119　

■
E

-m
ail：

soum
u@

tow
n.seiro.niigata.jp

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）　☎ 27-6511

◇予約は必要ありません。お気軽にお越しください！

◇�お待ちいただく可能性があります。お時間には余裕をもっ
てお越しください。（待ち時間は外出可）

◇�相談従事者の詳しい所属・名前などはお伝えすることは
できません。

［参加機関］新潟県弁護士会・ハローワーク新発田・新発田地域振興局健康福祉環境部・
　　　　　 聖籠町社会福祉協議会・聖籠町消費生活センター・聖籠町長寿支援課・保健福祉課

不特定多数の方が利用するためマスクの着用をお願いしています。

次回は10月です。

・ハローワーク相談員　・弁護士
・精神保健福祉士　　　
・いのちとこころ支援センター　専門相談員
・生活福祉資金担当　　・消費生活相談員　
・生活保護担当　・社会福祉士　・保健師

聖籠町にお住まい、お勤めの皆さまへ 予約不要！

仕事探し、お金のこと、体とこころの健康について…日ごろの心配事をまとめて相談しませんか。

★会場：聖籠町町民会館 小ホール
★時間：午前10時 ～ 午後１時
　　　　（最終受付：午後１時）

20歳代男性　～こころの相談について～
　体調を崩して休職中…復職できるか焦っていま
した。会社のことや、こころの相談ができて安心
しました。薬剤師さんに、お薬の相談もできました。

30歳代女性　～仕事について～
　子育て中ですが、そろそろ仕事も…でもハ
ローワークまで行くのは大変。近場で気軽に
相談できて助かりました。保健師さんもいて
安心でした！

2024.5　お知らせ号

体とこころの健康相談も♪ 来たついでに

相続・労働問題、生活保護や借金、
介護や家族の相談などについて じっくり相談

自分に合ったお仕事探し！ その場で
話せる！

若者・ママさん・働き盛り年代の相談も増えています！

・�上司との関係、残業、給料のことなど働き方で悩ん
でいる…
・�離婚を考えている。何から始め
ればいい？
・�これってDV？誰に相談していい
のか分からない
・家族のことを相談したい

他にも…

で に相談できる

のお知らせお悩み相談会
無料 まとめて 専門職

６月６日（木）

40歳代男性　～相続について～
　夜勤明けでしたが、どうしても相談したくて相
談会に行きました。相続のことで弁護士さんに相
談できて納得しました。ついでに健康相談もでき
て良かったです。

 私たちがお待ちしております！

相談者の声…


